
 

船舶事故調査報告書 

令和７年７月９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和６年９月１８日 １５時０５分ごろ 

発生場所 滋賀県長浜市長浜港（琵琶湖北東部） 

 農業会館四等三角点から真方位１５９°８９０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°２２.３′ 東経１３６°１５.９′） 

事故の概要  水上オートバイ日
ひ

の丸１号は、北西進中、機関を停止して無人の状

態で漂泊中の水上オートバイ憩
いこい

レンジャーに衝突した。 

事故調査の経過 令和６年１１月１３日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 水上オートバイ 憩レンジャー、０.２トン 

   ２５０－５３５５３滋賀、Excel Group 貿易株式会社 

Ｂ 水上オートバイ 日の丸１号、０.１トン 

   ２５０－５６４３９大阪、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊 

Ｂ 船長Ｂ、二級小型・特殊 

 負傷者 なし 

損傷 Ａ 操縦ハンドル、左バックミラーに割損等 

Ｂ 右舷船首部船底に擦過傷 

気象・水象 気象：天気 曇り、風向 北東、風力 １、視界 良好 

水象：湖面 平穏 

事故の経過  Ａ船は、長浜港船揚場のスロープ（以下「本件スロープ」とい

う。）前の湖面で、機関を停止し、無人の状態で漂泊していた。 

 船長Ａは、本件スロープの頂部で業者にＡ船の引揚げを依頼してい

たところ、衝突音を聞いてＢ船がＡ船に衝突したことを認めた。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、遊走を終えて帰航しようと本件

スロープに向けて約６０km/h の速力（対地速力、以下同じ。）で北西

進していた。 

 船長Ｂは、本件スロープの沖から本件スロープの周辺にかけて多量

の水草が浮いていたので、水草を船底の吸水口に吸い込まないよう約

２０～３０km/h に減速して進行方向の湖面の水草を避けながら北西進

中、ふと視線を上げて船首方を見た際、至近にＡ船を認めて左にハン

ドルを取ったが、Ｂ船の右舷船首部がＡ船の左舷船首部に衝突した。 

 船長Ｂは、船長Ａと両船の損傷状況を確認後、Ｂ船の保管場所の

オーナーに本事故の発生を連絡し、同オーナーが、本事故発生を１１０

番通報した。 

分析  Ａ船は、本件スロープ前で機関を停止して無人の状態で漂泊中、Ａ



 

船の左舷船首部にＢ船の右舷船首部が衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、約２０～３０km/h の速力で本件スロープに向かって北西進

中、船長Ｂが、進行方向の湖面の水草に意識を向けて船首方の見張り

を行っていなかったことから、Ａ船に気付くのが遅れ、至近にＡ船を

認めて左にハンドルを取ったが、Ａ船に衝突したものと考えられる。 

 船長Ｂは、本件スロープ周辺に浮いていた水草を船底の吸水口に吸

い込むと機関が故障することから、水草を避けようと進行方向の湖面

に意識を向けていたものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船が機関を停止して無人の状態で漂泊中、Ｂ船が北西

進中、船長Ｂが、水草を避けようと進行方向の湖面に意識を向け、船

首方の見張りを行っていなかったため、Ａ船に気付くのが遅れ、Ａ船

に衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・水上オートバイの船長は、航行中、特定の障害物に意識を集中す

ることなく、常時、周囲の見張りを適切に行うこと。 

 


